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（法令および定款に基づくみなし提供事項）

　法令および当社定款第15条の規定に基づき、第98回定時株主総会招集ご通知の添付

書類のうち、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nasudenki.co.jp）

に掲載することにより、当該添付書類から記載を省略した事項は下記のとおりであり

ますので、ご案内申しあげます。

記

１．事業報告の「会社の体制および方針」のうち「業務の適正を確保するための体制」

ならびに「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」および「会社の

財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」

(１頁～９頁)

２．連結計算書類の「連結注記表」（10頁～18頁）

３．計算書類の「個別注記表」（19頁～24頁）

以 上



１．会社の体制および方針

　

（1）業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ

の他業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりであります。

①当社ならびに子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合

することを確保するための体制

　当社グループは、企業グループとしての経営方針、企業行動指針・行動規範に基

づき、代表取締役社長の指揮のもと、リスクマネジメント委員会により、取締役お

よび社員に対し、コンプライアンス体制の強化を図ります。

　また、各業務プロセスにおいては、統制活動・情報と伝達・モニタリングを通じ

て、コンプライアンス体制の推進に努め、監査等委員会および監査室は定期的にコ

ンプライアンス体制の調査、法令・定款等の遵守状況の監査を行い、問題点の指

摘・改善指導に努めます。

　なお、「内部通報規程」等により、当社グループが継続的かつ安定的に発展する

妨げとなる法令等違反や社内不正などを防止または早期発見し、是正に努めます。

②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に係る体制ならびに子会

社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社グループは、取締役の職務執行に係る情報を含め取締役および社員が法令、

定款、取締役会規程、稟議規程、文書規程に則った情報の保存および管理を行いま

す。また、検索・閲覧可能な状態で「文書規程」に定められた期間、適切に保存管

理します。

　また、グループ会社管理規程に基づき、子会社の取締役および社員の業務執行に

係る事項について、当社の担当部門から報告を求め、必要があれば取締役会に報告

します。なお、グループ各社の社長、または担当者による定例会を開催し、各社の

職務執行状況や情報の共有化に努めます。

③当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社グループの事業活動を取巻くさまざまなリスクに対して「リスクマネジメン

ト規程」に基づき、的確な管理・実践に努めます。併せてリスクマネジメントを推

進する「リスクマネジメント委員会」の充実を図ります。

　各業務プロセスにおいて発生する可能性のある全てのリスクを洗い出し、その評

価を行って対応策を講じるなどのリスクマネジメント委員会による組織的な取組み

を支援して行きます。併せて、危機管理マニュアル、事業継続計画により、不測の

事態に備えます。
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④当社および子会社の取締役の業務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

　取締役の職務執行については、毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の

意思決定を迅速に行い、業務執行の監督や透明性の向上に努めています。

　また、取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、

職務権限規程により、業務を展開して行きます。

　なお、当社監査室による業務監査等を行っており、それぞれの部門における業務

監視を統括しながら、より充実した業務監査に取組みます。

⑤当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための

体制

　当社グループとしての経営方針、企業行動指針・行動規範、グループ会社管理規

程に基づき、経営管理および内部統制に関する指導・助言の充実に努めます。

　また各子会社においては、責任者を定めてコンプライアンス体制の強化を図りま

す。

⑥監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する体制と当該取締役

および使用人の他の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当

該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および社員（補助使用人という。）

を置くことを求めた場合には、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、取締役およ

び監査室員の中から監査等委員会の職務を補助すべき補助使用人を置くものとしま

す。また、他の取締役からの独立性の確保については、当該補助使用人の人事等に

関する事項は監査等委員会の同意を得たうえで決定するとともに監査等委員会の指

示の実効性を確保するため、当該補助使用人はその職務にあたっては監査等委員会

の指示に従うものとします。

　なお、当社は、監査等委員会の職務を補助すべき補助使用人を監査室員の中から

1名選任しています。

⑦当社および子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制

および報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するため

の体制ならびにその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制

　監査等委員は、当社取締役会をはじめ重要な会議に出席し、社内稟議書を閲覧す

るとともに業務執行部門等に対し監査に必要な情報の報告を求めることができ、ま

た、監査室と緊密な連携を保ちつつ、客観的な監査を実施する体制を整備していま

す。
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　なお、当社監査等委員会は会計監査人との会合を通じて、意見・情報交換を行っ

ています。

　当社グループに著しい損害を与えるおそれのある事実や重大な違反行為を発見し

たときは、ただちに当社監査等委員会へ報告するものとします。なお、内部通報規

程により、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはなら

ないことを規定し、適切な運用を行います。

⑧監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制

　監査等委員がその職務の遂行について生ずる費用の前払または償還等の請求をし

たときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を

除き、所定の手続きに従い、当該費用または債務を支払います。

⑨財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、当社が定める「財務報告に

係る内部統制基本方針」に基づき、内部統制システムの整備・運用を図ります。ま

た、業務執行部門による内部統制システムの自己評価のほか、監査室による内部統

制システムの評価を継続的に実施し、必要な是正を行ないます。

⑩反社会的勢力の排除について

　当社グループは、企業グループとしての企業行動指針・行動規範に基づき、反社

会的行為への関与の禁止を徹底して行きます。反社会的勢力に対しては、毅然とし

た態度を取り、一切関わりません。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　① コンプライアンスおよびリスク管理体制

　当社グループでは、当社の経営理念や企業行動指針を定めた「企業行動規範」に

基づく業務遂行を求めるとともに、コンプライアンスの重要性の理解とその遵守を

推進する企業風土の醸成に努めました。また、リスクマネジメント委員会により、

当社グループ内でのリスク環境に対する認識を高める意識啓発やリスクの棚卸しと

予防管理体制の強化を図っています。リスクマネジメント委員会は委員長を社長が

兼ね各委員についても取締役が兼務しており、トータルでのリスク管理は取締役会

が責任をもって意思決定し、対処しています。

② 職務の執行の適正および効率性

　取締役会は、監査等委員である取締役3名（うち、社外取締役2名）を含む11名で

構成されており、毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速
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に行い、業務執行状況等の監督を行いました。その他、業務執行における重要事項

を審議する会議体として、常務会、リスクマネジメント委員会などの専門委員会を

設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。

　なお、内部監査を担当する監査室を設置しており、取締役会において内部監査計

画や結果の承認を行っております。

③ 監査等委員会の職務執行

　監査等委員会において定めた監査等委員会監査基準、内部統制システムに係る監

査等委員会の実施基準に基づき、監査方針、監査計画、職務分担に従い、取締役

会、常務会、リスクマネジメント委員会など重要な会議に出席し、社内稟議等の閲

覧や実地調査を通じて取締役や社員の業務執行状況を監視するとともに、その意思

決定の過程や内容について監督を行うなど、監査の実効性に努めました。また、監

査室から内部監査の計画および結果の報告を受けるとともに、会計監査人による監

査結果や意見交換等を行うことにより、適正な監査を実施しております。

④ 財務報告の適正と信頼性の確保

　財務報告の適正と信頼性確保のため、当社グループの基本方針に則り、財務報告

の信頼性を高める内部統制システムの整備・運用を図りました。

　また、監査室による内部監査を実施して内部統制システムの有効性評価を行い、

内部統制報告書を作成し、監査等委員会、会計監査人の監査を受けております。

（3）会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

①会社の支配に関する基本方針

　当社は、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念を

はじめ当社の財務基盤や事業内容等の企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるス

テークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。

　一方、金融商品取引所に上場する株式会社としての当社の株主の在り方は、市場

での自由な取引を通じて決まるものであり、当社の支配権の移転を伴う買収行為が

なされた場合に、これに応じるか否かの判断も最終的には株主の皆さまの意思に基

づき行われるべきものと考えております。

　しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から見

て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるも

の、株主の皆さまに株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の株

主や取締役会が買付行為や買付提案の内容等について検討し、あるいは対象会社の

取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供すること
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のないもの、買付条件等が対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして

著しく不十分または不適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・増大に必要不

可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、対象会社の企業価

値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐

れのある大規模な買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配す

る者として適当でないと判断し、法令および当社定款によって許容される範囲で必

要かつ相当な措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

確保する必要があると考えております。

②会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社では、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のために、次の

ような取組みを実施しております。

（イ）中長期的な経営戦略

　当社は、1929年の創業以来、一貫して電力、通信、鉄道、道路など、わが国の

公共基幹産業に配電金物や鉄塔をはじめとする資材を提供し、社会インフラ整備

の一翼を担い現在に至っております。

　当社グループを取り巻く経営環境は、既存事業の成熟化や経済環境の変化など

により、需要が大幅に減少しており、また、受注競争の激化に伴う販売価格の下

落により、採算性の悪化を招くなど、業界全体が極めて厳しい状況下にありま

す。

　このような状況に対処するため、当社グループは、中期経営計画（2019～2021

年度）を策定し、「“Change＆Challenge” over The Next Decade！」（次の10年

にわたる変化と挑戦）をスローガンとして基本戦略は

①既存市場における付加価値化・差別化

②既存製品・技術を活用した新市場進出

③IT戦略

④品質コスト競争力の強化

⑤新規事業開発

⑥人事戦略

　を重点方策とし、グループ各社との連携をより一層充実して、経営全般の効率

化を推進しています。

　具体的な取組みとしては、

1）高耐食めっき技術（タフZ10）による事業機会の拡大化・3D技術やIoT/AI等

を活用した製品開発と提案力強化

2）営業部門と技術開発部門との連携強化による新市場進出
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3）デジタルトランスフォーメーションの推進とERPシステムを活用したIT戦略

4）戦略的生産設備投資の推進とグループ会社との連携強化による品質・コスト

競争力の強化

5）水素吸蔵合金システムの事業化推進

6）働き方改革の推進と人財の確保と育成を図る人事戦略

　を実施してまいります。これら基本戦略を通じて、既存事業の収益性向上と新

たな収益基盤の構築とともに、スマートファクトリーの構築により高品質、高付

加価値な製品とサービスを提供し、業界最先端の企業となるような経営を目指し

ております。

　このような取組みにより、経営環境の変化にも柔軟に対応しつつ、将来にわた

る成長と株主還元の充実に鋭意努力する所存であります。

（ロ）コーポレート・ガバナンスの強化

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の継続

的な向上を図るとともに、社会から信頼され、必要とされる企業となるために、

経営の透明性、法令等の遵守、業務の適正と効率性の追求、社会から有用とされ

る製品やサービスを提供することにより企業の社会的責任を果たしていくことが

重要であると考えております。

　当社グループは、1959年１月に創業者那須仁九朗による三章からなる社憲「人

の和」、「誠実」、「奉仕の心」を制定し、当社グループの経営の拠りどころとして

事業を展開し、現在に至っております。また、「企業行動規範」を定め、法令や

社会ルールを守る高い倫理観と厳しい自己規律を実現し、社会から求められる企

業となることを目指しております。

　業務執行・経営監視の仕組みについては、当社は毎月取締役会を開催し、重要

かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、業務執行の監督や経営の透明性向上

に努めています。また、執行役員制度を採用し、取締役の監督と業務執行機能を

分けることにより経営の透明性や健全性の確保、監視機能の向上に取組んでいま

す。

　業務執行における重要事項を審議する会議体としては、常務会、リスクマネジ

メント委員会などの専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決

定を支援しています。

③会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事

業の方針の決定が支配されることを防止する取組みの概要

　当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務

および事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして「当社株式の大

規模買付行為に関する対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）を導入してお

― 6 ―



ります。

　その概要は以下のとおりです。

（イ）本対応方針導入の目的

　本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって会

社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組として

導入するものです。

　

（ロ）本対応方針の対象となる当社株式の買付け

　本対応方針の対象となる当社株式の買付とは、①特定株主グループの議決権割

合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、②結果として特定

株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為とします。

（ハ）特別委員会の設置

　本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを

防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、特別委員会規程に基づき、

特別委員会を設置しています。特別委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的

な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取

締役または社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任しています。

（ニ）大規模買付ルールの概要

　当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が当社取

締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、当社取締役会等による一定の評

価・検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。

　ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付

行為が、結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的

に当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的と

して、必要かつ相当な範囲内で、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法

律および当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。

（ホ）本対応方針の有効期限等

　本対応方針の有効期限は、2021年開催の定時株主総会終結の時までとなってお

ります。

　ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本対応

方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとしま

す。
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　導入後の本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイ

ト（http://www.nasudenki.co.jp）に掲載しております。

④本対応方針の合理性について（本対応方針が会社の支配に関する基本方針に沿

い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の

維持を目的とするものではないことについて）

　当社では、本対応方針の設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本対

応方針が上記①の会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

のとはならないと考えております。

（イ）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本対応方針は、経済産業省および法務省が2005年５月27日に発表した企業価

値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針の定める

三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の

原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。また経済産業省に設置さ

れた企業価値研究会が2008年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を

踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。

（ロ）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本対応方針は、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模

買付行為に応じるべきか否かを株主の皆さまが判断し、あるいは当社取締役会が

代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆さまのため

に買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入したものです。

（ハ）株主意思を反映するものであること

　本対応方針は、株主総会における株主の皆さまのご承認をもって発効すること

としており、その継続について株主の皆さまのご意向が反映されることとなって

おります。また、本対応方針継続後、有効期間中であっても、当社株主総会にお

いて本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点

で廃止されることになり、株主の皆さまのご意向が反映されます。

（ニ）デッドハンド型およびスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本対応方針は、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取

締役会によって廃止することが可能です。したがって、本対応方針は、デッドハ

ンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止
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できない買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役の任期を１年として

おり、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことが

できないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもございま

せん。なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とす

るような決議要件の加重をしておりません。
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２．連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数及び名称 ９社

那須電材産業㈱、那須電機商事㈱、その他７社

当連結会計年度において、当社が会津碍子㈱の株式を取得したため連結の範囲

に含めております。

（2）非連結子会社の数及び名称 １社

電材運輸㈱

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う

額) 及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

（1）持分法を適用した関連会社数及び名称 ０社

（2）持分法を適用しない非連結子会社の名称

電材運輸㈱

（持分法を適用しない理由）

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書

類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

　その他有価証券

① 時価のあるもの

連結決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法、

売却原価は移動平均法により処理）を採用しております。

② 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法を採用しております。

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。
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（3）たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 製品・仕掛品

主として個別法による原価法を採用しております。（貸借対照表価額は収益性

の低下による簿価切下げの方法により算定）

② 原材料

主として月別総平均法による原価法を採用しております。（貸借対照表価額は

収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

（4）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）、並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備

及び構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ただし、ソフトウエア（自社利用分）について

は社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④ 投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）、並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備

及び構築物については、定額法を採用しております。

（5）繰延資産の処理方法

社債発行費は支出時に全額費用処理しております。

（6）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権・破産更生債権については、財務内容評価法を採用し、

回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員の賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。
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⑤ 工事損失引当金

当連結会計年度末の手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、

将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。

（7）退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上して

おります。過去勤務費用は、発生時に一括費用処理しております。数理計算上の

差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。

　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

（8）収益及び費用の計上基準

　建築鉄骨部門、工事部門の完成工事高及び完成工事原価の計上基準

① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事に

ついては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用してお

ります。

② その他の工事については工事完成基準を適用しております。

（9）ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについては、特例処理によっております。

（10)消費税及び地方消費税の会計処理

　税抜方式によっております。

（11)のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、５年間の定額法により償却しております。

連結貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 12,007,916千円

投資不動産の減価償却累計額 1,282,736 〃
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2. 担保に供している資産及び担保に係る債務

（1）担保に供している資産

建物 2,252,852千円

構築物 6,778 〃

機械及び装置 67,812 〃

土地 6,752,072 〃

投資有価証券 678,034 〃

投資不動産 1,745,965 〃

計 11,503,516 〃

（2）担保に係る債務

短期借入金 360,000千円

長期借入金（１年内返済予定を含む） 3,964,174 〃

計 4,324,174 〃

3. 手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 2,233千円

4. 電子記録債権割引高

電子記録債権割引高 50,000千円

5. 資金調達の機動性と安定性を確保することを目的に取引銀行とコミットメントラ

イン契約を締結しております。

コミットメントラインの総額 2,600,000千円

借入実行残高 10,000 〃

差引額 2,590,000 〃

6. 土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

土地の再評価を行い再評価に係る繰延税金負債を負債の部、土地再評価差額金を純

資産の部に計上しております。

再評価を行った年月 2002年３月31日

　再評価の方法は「土地の再評価に関する法律施行令」第２条第３号に定める固定

資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。

同法第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価

の合計額と事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 △2,800,701千円

（うち、投資不動産に係る差額 911,708 〃 )
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連結損益計算書に関する注記

減損損失

当社グループは、管理会計上の区分に基づいた事業の別により資産のグルーピン

グを行っております。

売却の意思決定を行った資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可能価額については正

味売却価額により測定しており、不動産売却予定額等を基に算定しております。な

お、当該資産は当連結会計年度中に売却いたしました。

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び株数

普 通 株 式 1,200,000株

2. 配当に関する事項

（1）配当金支払額
　

決 議
株式の
種 類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当金額(円)

基 準 日 効力発生日

2019年６月27日
定時株主総会

普通
株式

175,003 150
2019年

３月31日
2019年
６月28日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

配当金の総額 233,313千円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当金額 200円

基準日 2020年３月31日

効力発生日 2020年６月30日
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金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等に限定し、資金調達に

ついては銀行等金融機関からの借入や社債の発行により調達しております。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理基準に従い、取引相手

ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早

期把握や軽減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場

株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。

　借入金の使途は運転資金（主として短期）および設備投資資金（長期）であり、

一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息

の固定化を実施しております。なお、デリバティブは経理規程に従い、実需の範囲

で行うこととしております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。

(単位:千円)
　

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 9,132,652 9,132,652 ―

(2) 受取手形及び売掛金 4,137,075 4,137,075 ―

(3) 電子記録債権 977,203 977,203 ―

(4) 投資有価証券
その他有価証券

1,552,956 1,552,956 ―

資産計 15,799,888 15,799,888 ―

(5) 支払手形及び買掛金 2,663,778 2,663,778 ―

(6) 電子記録債務 1,623,972 1,623,972 ―

(7) 短期借入金 680,000 680,000 ―

(8) 社債 1,445,000 1,442,348 △2,651

(9) １年内償還予定の社債 350,000 349,815 △184

(10) 長期借入金 3,317,400 3,317,810 410

(11) １年内返済予定の長期
借入金

760,054 760,726 672

(12) デリバティブ取引 ― ― ―

負債計 10,840,205 10,838,452 △1,752
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（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに(3)電子記録債権

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券 その他有価証券

　これらの時価については取引所の価格によっております。

(5) 支払手形及び買掛金、(6)電子記録債務、並びに(7)短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(8) 社債、並びに(9)１年内償還予定の社債

　これらは元利金の合計額を、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した

利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(10) 長期借入金、並びに(11)１年内返済予定の長期借入金

　これらは元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値によって算定しております。

(12) デリバティブ取引

　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金

と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含め

て記載しております（上記(10)，(11)参照）。
　
（注2）非上場株式及び優先株式（連結貸借対照表計上額71,983千円）は、市場価格が

なく、かつ将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることなどができず、時

価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他

有価証券」には含めておりません。

　

賃貸等不動産に関する注記

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、千葉県及びその他の地域において、賃貸用住宅

等（土地を含む）を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:千円)

連結貸借対照表計上額 時価

2,626,584 2,914,032
　

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．時価の算定方法

　主として「不動産鑑定評価額」を基礎として算定しております。
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１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 16,510円30銭

2. １株当たり当期純利益 4,532円90銭

※１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。
　

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 5,288,098

普通株主に帰属しない金額 (千円) ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 5,288,098

普通株式の期中平均株式数 (株) 1,166,604

企業結合等に関する注記

　取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 会津碍子株式会社

事業の内容 碍子の製造・販売

② 企業結合を行った主な理由

当社はこれまで全国の電力・通信・鉄道などインフラ各社様に高品質でコス

ト競争力のある碍子を製造してまいりましたが、会津碍子㈱を当社グループ

の一員に迎えることにより、最適な碍子生産体制を構築し事業基盤を強化し

て従前に増して安定供給を盤石にいたします。

また、このことにより、引き続き福島県会津地区の産業振興に貢献し地域と

の共生に努めてまいります。

③ 企業結合日

2020年３月31日

④ 企業結合の法的形式

株式取得

⑤ 結合後企業の名称

変更ありません。

⑥ 取得した議決権比率

取得直前に所有していた議決権比率 0.9％

企業結合日に追加取得した議決権比率 61.5％

取得後の議決権比率 62.4％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。
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(2) 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間

2020年３月31日をみなし取得日としているため、貸借対照表のみを連結して

おり、当連結会計年度に係る連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれて

おりません。

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価

取得直前に保有していた会津碍子株式会社
の企業結合日における時価

3,219千円

企業結合日に追加で取得した会津碍子株式
会社の普通株式の時価

204,276 〃

取得原価 207,495千円

(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

該当事項はありません。

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれんの金額

33,211千円

② 発生原因

今後の事業展開により期待される将来の超過収益力から発生したものであり

ます。

③ 償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 878,086千円

固定資産 742,757千円

資産合計 1,620,844千円

流動負債 1,000,981千円

固定負債 345,259千円

負債合計 1,346,241千円

重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

その他の注記

　該当事項はありません。
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３．個別注記表

重要な会計方針に係る事項

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法を採用しております。

（2）その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法、売

却原価は移動平均法により処理）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法を採用しております。

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

（1）製品・仕掛品

個別法による原価法を採用しております。ただし、碍子については月別総平均

法による原価法を採用しております。（貸借対照表価額は収益性の低下による簿

価切下げの方法により算定）

（2）原材料

月別総平均法による原価法を採用しております。（貸借対照表価額は収益性の低
下による簿価切下げの方法により算定）

4. 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建
物附属設備を除く）、並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法を採用しております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ただし、ソフトウエア（自社利用分）については
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（4）投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建
物附属設備を除く）、並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法を採用しております。

（5）長期前払費用

均等償却によっております。
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5. 繰延資産の処理方法

社債発行費は支出時に全額費用処理しております。

6. 引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権・破産更生債権については、財務内容評価法を採用し、回収
不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金

従業員の賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。

（3）役員賞与引当金

役員の賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。

（4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込み額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額

を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間

に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、発生時に一括費用処理しており、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。

（5）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

（6）工事損失引当金

当事業年度末の手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の

損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。

7. 収益及び費用の計上基準

　建築鉄骨部門、工事部門の完成工事高及び完成工事原価の計上基準

（1）当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事について

は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。

（2）その他の工事については工事完成基準を適用しております。

8. その他計算書類作成のための重要な事項

（1）退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類に

おけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

― 20 ―



（2）ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップについては、特例処理によっております。

（3）消費税及び地方消費税の会計処理

　税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 9,166,393千円

投資不動産の減価償却累計額 1,259,949 〃

2. 担保に供している資産及び担保に係る債務

（1）担保に供している資産

建物 2,249,891千円

構築物 6,778 〃

機械及び装置 67,812 〃

土地 6,634,942 〃

投資有価証券 598,843 〃

投資不動産 1,732,067 〃

計 11,290,336 〃

（2）担保に係る債務

短期借入金 300,000千円

長期借入金（１年内返済予定を含む） 3,964,174 〃

計 4,264,174 〃

3. 区分掲記していない関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 662,571千円

短期金銭債務 214,283 〃

4. 保証債務の内容

　連結子会社の借入金に対し、債務保証を行っております。

保証債務 135,000千円

5. 資金調達の機動性と安定性を確保することを目的に取引銀行とコミットメントラ

イン契約を締結しております。

コミットメントラインの総額 2,600,000千円

借入実行残高 10,000 〃

差引額 2,590,000 〃
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6. 土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

土地の再評価を行い再評価に係る繰延税金負債を負債の部、土地再評価差額金を純

資産の部に計上しております。

再評価を行った年月 2002年３月31日

　再評価の方法は「土地の再評価に関する法律施行令」第２条第３号に定める固定

資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。

同法第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の

合計額と事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 △2,800,701千円

（うち、投資不動産に係る差額 911,708 〃 )

損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高

　営業取引による取引高

売上高 3,835,140千円

営業費用 1,928,917 〃

営業取引以外の取引高 204,589 〃

2. 減損損失

当社は、管理会計上の区分に基づいた事業の別により資産のグルーピングを行っ

ております。

売却の意思決定を行った資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として計上しております。回収可能価額については正

味売却価額により測定しており、不動産売却予定額等を基に算定しております。な

お、当該資産は当事業年度中に売却いたしました。

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株数 普通株式 33,433株
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税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

退職給付引当金 550,519千円

その他 332,474 〃

繰延税金資産小計 882,993 〃

評価性引当額 △74,684 〃

繰延税金資産合計 808,309 〃

（繰延税金負債）

圧縮積立金 △370,167千円

その他有価証券評価差額金 △136,183 〃

資産除去債務に対応する除去費用 △3,217 〃

繰延税金負債合計 △509,568 〃

繰延税金資産の純額 298,740 〃

　

関連当事者との取引に関する注記
　

種類
会社等
の名称

議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）
（注1）

科目
期末残高
（千円）

子会社
那須電材産業
株式会社

直接所有
94.82％

不動産の賃貸
役員の兼務

２名

当社製品の販売
（注２）

2,966,983 売掛金 493,175

子会社
那須工業
株式会社

直接所有
96.50％

不動産の賃貸
役員の兼務

３名

工場建屋、製
造設備の賃貸
（注３）

86,327 ― ―

子会社
会津碍子
株式会社

直接所有
62.43％

役員の兼務
１名

貸付 856,000
関係会社

短期貸付金
856,000

　

（注）1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2. 第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3. 賃貸借取引条件については、当社の賃貸費用及び市場価格に基づき交渉のうえ決定してお

ります。
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１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 14,633円32銭

2. １株当たり当期純利益 4,314円44銭

※１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。
　

当期純利益 (千円) 5,033,248

普通株主に帰属しない金額 (千円) ―

普通株式に係る当期純利益 (千円) 5,033,248

普通株式の期中平均株式数 (株) 1,166,604

　
重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

その他の注記

　該当事項はありません。
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